
第 1 5 回 ｢産科医療補償制度運営委員会｣

- 第 6 回制度見直 しの検討一 次第

日 時 : 平成 2 4 年 1 1 月 1 日 (木)

1 4 時 0 0 分~ 1 6 時 0 0 分

場所 : 日 本医療機能評価機構 9 階ホール

1 . 開 会

2 , 議 事

1 ) 第 1 4 回運営委員会の主な意見について

2 ) 医学的調査専門委員会の状況について

3 ) 原因分析のあ り 方について

4 ) 訴権の制限について

5 ) そ の他

3 . 閉 会



1 ) 第 1 4 回運営委員会 (平成 24 年 9 月 1 8 日 開催) の主な意見について

【今後の制度見直 し の検討の進め方に関す る ご意見】

○ 運営委員会において順次検討を進め る課題 と して 、 原因分析 ･ 再発防止 と補償 と

の枠組みを分けて検討 してほ しい と い う 意見が あ る こ と を資料に明記 してほ しい。

○ 医学的調査専門委員会で推計値をな るべ く 正確に出すのはわかる が 、 制度発足前

の推計値お よび制度発足後の 3 年以上の実績があ る ので、 推計値の精緻化は並行 し

て行っ て ほ しい。

○ 補償対象者数の推計や制度見直 しに あたっ て必要なデータ の収集や分析につい

て 、 医学的調査専門委員会を立ち上げれば、 き ち ん と デー タ がそ ろ っ てい る 沖縄県

か ら新 しいデータ を入手でき る と 思 う 。 ま た 、 制度普及に よ り こ の よ う な調査への

理解も 高ま っ てい る と 思われる ので、 調査地域を拡大 して ほ しい。

【保護者お よ び分娩機関への ア ン ケー ト の実施に関す る ご意見】

○ (保護者向けア ンケー ト ) ｢本ア ンケー ト の概要｣ について 、 ｢ 出産 された病院、

診療所、 助産所に も 同趣 旨のア ンケー ト をお送 り しています｣ と い う こ と を公表す

る必要があ る のか。 も し必要な ら ば、 記載場所を ｢ま た 、 ご回答いただいた内容を

出産 された病院等にお知 らせする こ と も あ り ません｣ と い う 文章の直前に移動 した

方が よ いのではないか。

○ (共通) 郵送でや り 取 り を行 う た め誤解を招 く 恐れがあ る ので、 匿名 と して扱 う

旨 について 、 き ち ん と 明記すべき であ る 。

○ (保護者向けア ンケー ト ) 補償対象範囲に関する 主な規定について 、 ただ し以下

の補償対象 と な ら ない場合の説明 について 、 全 く 違 う 2 つの補償対象外の要因 を 、

1 行にま と めて書いていてわか り づ ら い。 例えば、 早期 に死亡 した場合には補償対

象にな ら ない こ と 等について 、 網羅的にわか り やす く 説明 した上で、 保護者に 自 由

に意見を書いて も ら う 方が よ い。

○ (保護者向 けア ンケー ト ) 補償対象範囲について 、 分娩機関 と 同様、 保護者に も

補償対象 と な る範囲を広げた方が よ いのか狭めた方が よ いのか、 ま たそ の理由 を 聞

いた方が よ いのではないか。

○ (保護者向 けア ンケー ト ) 間 8 について 、 保護者も こ の制度を冷静に受け と めて

評価を してい く こ と が重要であ り 、 ま た 、 分娩機関 と保護者 と で どの よ う な認識の

違いが出てい る のかを知 る こ と が重要であ る た め 、 保護者が こ の制度について ど う

評価を してい る のかについて 、 分娩機関 と 同 じ質問 を聞 く べき ではないか。

○ (保護者向 けア ンケー ト ) こ の制度が紛争の防止 、 早期解決に繋が っ てい る のか

保護者に確認する こ と も 非常に大事であ る ので、 保護者の方の ｢ よ かっ た と思 う ｣



理由の選択肢の 中 に も 、 ｢紛争の防止 、 早期解決に繋が る と 思 う のでj と い う 選択

肢を入れてほ しい。

○ (共通) 補償対象範囲を広げる話 と 、 補償水準を上げる と い う 話 、 ど ち ら を優先

するべき なのか と い う こ と も 聞 く 必要が あ る のではないか。

○ (保護者向 けア ンケー ト ) 額か対象か と い う こ と を保護者に対 して聞 く の はやや

難 しい。

○ (保護者向 けア ンケー ト ) 全般的に 、 文章が強制的な も の になっ てはいけないが 、

逆に丁寧すぎて も よ く ない。 ま た 、 ｢本制度｣ や ｢本ア ンケー ト ｣ は 、 ｢ こ の制度｣ 、

｢ こ のア ンケー ト ｣ と い う 言い方を した方が よ い。 さ ら に 、 ｢分娩機関｣ や ｢主治

医｣ な どの言葉はな るべ く 普通の言葉に言い替えた方が よ い。 ｢受領有無｣ と い う

言葉も硬いので、 ｢受 け取 り ま したか｣ な どの言い方に した方が よ い。 さ ら に 、 病

院 と診療所の区別は、 一般に は分か ら ないので検討すべき 。

○ (分娩機関向 けア ンケー ト ) 間 2 について 、 こ れま では過失が あれば補償金を支

払い、 過失が な ければ補償金は支払わない と い う 仕組み しかないなかで、 本制度は 、

妊産婦の経済的負担を救済する ために過失の有無にかかわ らず補償金を支払 う 制

度になっ てい る こ と か ら 、 その と お り に ｢過失の有無にかかわ らず支払 う 3 , 000 万

円 の額について ど う 思 う か｣ と すればよ いのではないか。

○ (共通) ア ンケー ト の回答項 目 について 、 回答項 目 を奇数にする か偶数にする か

はア ンケー ト の 目 的に よ っ て決ま る 。 ど ち ら か分けたい と き は偶数にする 。 日 本人

は奇数にする と 真ん中 の回答が多 く な り 、 評価が分か ら な く な る 。 本制度の評価を

見 る のであれば、 偶数にすべき であ る 。

○ (共通 ) 何かを二者択一で決め な ければいけない と き には 、 あ えて真ん中の ない

4 訳にする が 、 そ う ではな く 、 適切か ど う か と い う こ と を判断する には、 ｢適切 ｣

と 答えたい人が ｢適切｣ と 答え られないのは よ く ないので、 こ の問いについては 5

択にすべき ではないか。

○ (分娩機関向 けア ンケー ト ) 本制度におけ る無過失補償 と い う 言葉を正確に認識

していない分娩機関や医師が多い。 児に補償金が支払われた後 、 分娩機関が損害賠

償責任を負っ た場合には 、 損害賠償金 と補償金 と の間で調整が行われる と い う こ と

を理解 してい る かについて 、 分娩機関に聞いて ほ しい。

○ (共通) 問いの順番について 、 分娩機関向 け と保護者向 け どち ら も 、 い き な り 補

償金の水準の質問 をする よ り は 、 最初に制度全般に関する質問 、 次に補償対象範囲

に関する質問 、 最後に補償水準に関する質問 と い う 順番 と した ほ う が よ い。

【原因分析に係る検討の進め方に関す る ご意見1

0 医学的評価では過失の有無に近い表現が使われていた り 、 回避可能性については

報告書に言及 しないが児 ･ 家族への回答を文書で渡す、 と い う 点は以前 よ り 問題視

り
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してい る 。 こ の 2 点を原因分析委員会で検討する のは結構だが 、 運営に関する重要

な案件なので、 運営委員会において報告ではな く 、 き ちん と 審議 させてほ しい。

○ 過失 と い う の は法律的な概念なので、 医学的な レ ビュー と 似てい る表現が あっ

た と して も 、 評価の仕方は全 く 異な る 。 医学的に見て ｢過失に近い表現｣ を一切抜

き にする と い う こ と になれば、 医学的評価は行わない と い う こ と に な る ので、 も う

少 し具体的な事例を あげた上で 、 議論する か ど う かは決めた方が よ い。

○ 過失 と い う のは 、 医療水準か ら著 し く 劣る か ど う か と い う 問題であ り 、 原因分析

報告書の文言の 中 に 、 ｢著 し く 劣る ｣ と い う 表現が あ る こ と は事実なので 、 表現を

ど う す る か と い う こ と は 、 議論 と してはあ り え る 。

○ 過失の有無の判断について 、 ｢ それに近い表現｣ と い う 表現が あ る が 、 曖昧なの

で原因分析委員会で しっ か り 議論 して 、 運営委員会の場で審議 してほ しい。



2 ) 医学的調査専門委員会の状況について

○ 医学的観点か ら補償対象者数の推計、 お よ び制度見直 しの検討に あた っ て必要な

脳性麻痺発症等のデータ の収集 ･ 分析等を行い具体的な議論を行え る よ う 整理する

こ と を 目 的に 、 ｢産科医療補償制度医学的調査専門委員会｣ を設置 した。

匿誣司 産科医療補償制度医学的調査専門委員会 委員一覧

○ 本年 10 月 1 8 日 に第 1 回医学的調査専門委員会を開催 し 、 補償対象者数の推計、

お よ び制度見直 しの検討に あた っ て必要なデータ に関 して 、 具体的な内容 と 取得方

法、 調査 ･ 分析の進め方等について議論が行われた。

○ 第 1 回医学的調査専門委員会にお け る 主な意見は、 以下の と お り であ る 。

ば第 1 回医学的調査専門委員会 に お け る 主な意見】

ー < 補償対象者数に関する ご意見 >

, ･ 制度創設時の調査専門委員会の時点で検討 した と き は 、脳性麻痺発症に関す る研究がほ :

と ん どな く 、 脳性麻痺 るこ関するデー タ も 乏 しい状況の中 、 沖縄県 と 姫路市な どの限定 さ l

- れたデータ か ら検討を行っ た。 -

- ･ 今回の医学的調査専門委員会では 、 過去の調査に加えて脳性麻痺児について新たな調査を :

実施 し 、 これ ら のデータ を も 者こ専門家の 目 で仕分けや分析を行い 、 改めて補償対象者数 l

の推計を してい ければよい。

どの よ う な事例が産科医療補償制度の対象にな る のかが必ず し も ま だ広 く 認知 さ れて !

い ない部分も あ り 、 そ も そ も 申請 さ れていない事例がかな り あ る 可能性があ る と 思われ l

る ので 、 補償対象者数に関 しては、 本当 にま だ読めない と こ ろ が あ る 。

具体的には二つあ り 、 一つは 、 こ れまで周知の取組みが進め られてい る も の の 、 分娩 ;

機関や脳性麻痺児の家族において 、 分娩時に新生児仮死はなかっ たので制度 と は関係な l

いだろ う と 誤解 されてい る 方が多 く い る 可能性があ る こ と が懸念 される 。

二つ 目 は 、 診断が非常に難 しい脳性麻痺 と して 、 上肢の麻痺 と 筋緊張が非常に著明に :
-

低いタ イ プの脳性麻痺が あ る 。 こ れは非常に診断が難 しいので診断時期を 3 歳以降 と し :

てい る が 、 実際の審査では 3 歳で も ま だ判断が難 し く 、 4 歳半で も う 1 回診せて ほ しい :

と い う 議論す ら 出て き てお り 、 それが どの く ら いあ る かも ま だわか ら ない。

- ' 平成 2 1 年生まれの児について 、 本制度の補償対象者数 と 沖縄県の地域調査の対象者数 :

の比較を行 う こ と で、 沖縄県におけ る脳性麻痺児の う ち 、 医学的に本制度の補償対象 と l

な り 得 る も のの補償申請が さ れていない児が どれほ どい る かの確認ができ る のではな ;

いかo
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ま く 制度見直 しの検討にあた っ て必要なデータ等に関する ご意見>

1 ･ 今後の課題 と して 、 脳性麻痺児の療育状況や、 人工呼吸器等の医療的なケアが必要な程 l

度について も調査を行 う こ と ができ る と よ いのではないか。 l

- ･ 比較的若い年齢で申請が行われる も そ の時点では補償対象国ま認定できず、 例刻ま 4 歳 l

f の時点での再申請が適当 と 判断 さ れる場合は、 再申請までの間に状態が改善する と 補償 :

対象 と 認め られない可能性が あ る ため 、 かえっ て リ ハ ビ リ テーシ ョ ンや医療が行われな i

い事象が生 じないか懸念 さ れ る 。 調査項 目 に 、 リ ハ ビ リ テーシ ョ ン も含めた医療の実施 :

状況や経過観察の状況も加え られる と よ いのではないか。

: < 補償範囲等の周知に関す る ご意見>

- ･ 本制度の補償対象 と な る可能性があ る刻ま 、 産科を離れた後 、 小児科や リ ハ ビ リ の施設 l

に通院 ･ 入院 してい る 可能性が高いので、 小児科や リ ハ ビ リ の施設にポス タ ー等を掲示 茎

する と 効果的ではないか。

. ･ 補償 申請期間終了後に 申請 さ れる 可能性を大 き な問題 と 捉え る のであれば、 テ レ ビ等 も l

含めた大々 的な広報を考えて も よいのではないか。

l ･ 医療側のみな らず、 保護者の方 も ポス ター等を見 る機会が重要。 肢体不 自 由児施設や地 l

域の療育セ ンタ ー 、 小児病院等の掲示板にポス タ ー等を掲示する と よ いのではないか。 l

o 沖縄県、 栃木県、 三重県において以下の調査を行い 、 脳性麻痺発症等のデータ を

収集する 。

･ 沖縄県において脳性麻痺児の療育を行っ てい る施設におけ る調査 (平成 23 年に

実施 した ｢重度脳性麻痺児の予後に関する 医学的調査｣ の追加調査)

･ 栃木県において 、 身体障害者更生相談所で身体障害者手帳が発行 された児に係

る調査、 お よ び医療型障害児入所施設等にお け る脳性麻痺児の調査

･ 三重県において 、 身体障害者更生相談所で身体障害者手帳が発行 された児に係

る調査、 お よ び医療型障害児入所施設等におけ る脳性麻痺児の調査

○ ま た こ の他に 、 上記調査を補完する観点で、 脳性麻痺発症の各種データや文献等

の収集を行 う 。

○ こ れ ら の脳性麻痺発症等のデータ について文献等に よ る 調査も踏ま え分析を行

い 、 制度見直 しの検討にあた っ て必要な脳性麻痺発症等のデータ と して 、 具体的な

議論を行え る よ う 整理する 。



○ 現行制度におけ る補償対象者数の推計は、 こ れ ら の調査等に よ り 得 られる脳性麻

痺発症等の最新かつ精緻なデータ を も と をこ 、 文献等に よ る 医学的調査 も踏ま えて分

析 し 、 行 う 。

○ 今後 、 医学的調査専門委員会を定期的に開催 し 、 分析 ･ 検討を進め る 。 医学的調

査専門委員会の検討状況は、 適宜運営委員会に報告する 。
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3 ) 原因分析のあ り 方につ いて

( 1 ) 原因分析に関す る ア ンケー ト の実施結果

○ ｢原因分析に関する ア ンケー ト ｣ を昨年に引 き続き 、 7 月 末に実施 した。

○ ア ンケー ト は 、 平成 23 年 1 月 か ら 1 2 月 ま でに原因分析報告書を送付 した 67 事

例の保護者お よび分娩機関 (搬送元分娩機関 8 機関に も送付) を対象 と した。

○ 今回の回答率は、 分娩機関 54 , 7% (4 1 /7 5 ) 、 保護者 5 5 . 2% ( 3 7/6 7 ) であ り 、

昨年実施 したア ンケー ト と の合計の回答率は、 分娩機関 58 , 6% ( 58/9 9 ) 、 保護者

5 1 . 7 % (4 5/8 7 ) と な っ た 。

○ なお、 本ア ンケー ト については、 当面 3 年程度継続する こ と と してお り 、 来年 も

7 月 を 目 処に 、 平成 24 年 1 月 か ら 1 2 月 に原因分析報告書を送付 した事例の保護

者お よび分娩機関を対象に実施する予定であ る 。

○ 今後 、 本ア ンケー ト 結果については、 原因分析の見直 しな どに活用する こ と と す

る 。

團回 原因分析 をこ 関する ア ンケ- ト 回答集計表

( 2 ) 原因分析の見直 し

○ 原因分析の見直 しについては、 前回の委員会において 、 原因分析の検討の進め方

が匿國到の と お り 整理 されたo
o その 中で ｢医学的評価｣ 、 ｢回避可能性｣ 、 ｢報告書作成の迅速化｣ については、

原因分析委員会で課題の整理や見直 し案の検討等を行い 、 その上で運営委員会にお

いて審議する事項 と さ れた。

○ ま た 、 以下の ｢NICU にお け る 医学的評価｣ 、 ｢分娩機関に対する改善に向 けた

対応｣ については、 運営委員会において審議する事項 と さ れた。

窿國司 原因分析に係 る意見 と論点お よび検討の進め方
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ア . N I C U (搬送先での新生児管理) に お ける 医学的評価

① 現状

○ 制度発足当初、 原因分析は分娩機関か ら の情報を も と るこ 、 妊娠経過や分娩経

過を分析する こ と を想定 していた。

○ そ の後 、 原因分析委員会において原因分析のあ り 方を検討する 中で、 で き る

限 り 脳性麻痺発症の原因 を明 ら かにする ためには、 妊娠経過や分娩経過に加え

て 、 新生児経過の分析 も重要 と さ れた。

○ しか し 、 新生児経過の情報については 、 分娩後に新生児搬送 される事例 も多

く 、 本制度の 当事者ではない搬送を受け入れた医療機関 (N I C U ) の小児科 ･

新生児料等が有 してい る こ と が多い。

○ 実際、 こ れまでに原因分析が行われた事例の う ち 、 約 70% の事例が出生時

の新生児仮死等に よ り 、 高次医療機関の N I C U等へ新生児搬送 されてい る 。

なお 、 その他の 3 0% の事例については当該分娩機関の N I C U等で治療が行わ

れてい る 。

○ こ の よ う な こ と か ら 、 分娩後に新生児搬送 されてい る場合は、 本制度の 当事

者ではないが 、 新生児搬送を受け入れた医療機関 (N I C U ) の小児科 ･ 新生

児科等の協力 を得て 、 新生児経過の情報を取 り 寄せ、 脳性麻痺発症の原因の分

析を行 う こ と と した 。

○ 一方、 医学的評価については、 新生児搬送を受 け入れた医療機関 (N I C U )

を評価の対象 と する こ と -ま 、 本制度の 当事者でない新生児搬送を受け入れた医

療機関の新生児科医 ･ 小児科医等に負担をかけ る こ と につなが る 可能性があ る

こ と か ら 、 新生児科医 ･ 小児科医等の理解 と 協力 を得て 円滑に情報収集を行 う

た め に も 、 新生児搬送を受け入れた医療機関での新生児医療にお け る診療行為

等については 、 医学的評価の対象 と しない こ と と さ れた 。

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 【 【 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 一 - - 一 一 一 - - - - - - - - - - - - - - - - ｢

【参考】 原因分析報告書の構成

1 . は じめ に

2 . 事例の概要

3 . 脳性麻痺発症の原因

4 . 臨床経過に関す る 医学的評価

5 . 今後の産科医療向上のた めに検討すべき 事項
I- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 【 - - - - - - ‐ 1
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② これま での主な意見

○ 分娩機関が加入する制度のた め 、 N I C U等へ搬送後の新生児管理について

は 、 制度の 当事者でない こ と か ら評価 しない仕組みにな っ てい る 。 こ の点の見

直 しが必要ではないか。 (第 1 0 回運営委員会)

③ 検討のポイ ン ト

< 医学的評価の必要性について >

○ 新生児搬送を受け入れた医療機関 (N I C U ) におけ る診療行為等について

も 医学的評価を行 う こ と で 、 産科医療のみな らず、 周産期医療全体の質を高め

る こ と につなが る と 考え られる 。

< 医学的評価を行 う た め の現制度の課題について >

○ 新生児搬送を受け入れた医療機関 ( N I C U ) におけ る診療行為等について

医学的評価を行 う こ と は 、 本制度の 当事者でないそ の新生児料医 ･ 小児科医等

に負担をかけ る こ と につなが る可能性があ り 、 原因分析に必要な新生児経過の

情報提供に協力 を得 られな く な る 可能性があ る 。

0 ま た 、 新生児搬送を受け入れる 医療機関は、 大半が周産期母子医療セ ンター

等の本制度の加入分娩機関であ る が 、 一部は小児専門医療機関等、 産科を有 し

ないた め 、 本制度に加入でき ない医療機関であ る 。
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イ . 分娩機関に対す る改善に 向 けた対応

① 現状

○ 原因分析報告書では、 ｢脳性麻痺発症の原因 ｣ 、 ｢臨床経過に関する 医学的

評価｣ に加 え 、 分娩機関に対する再発防止に向 けた対応 と して 、 ｢今後の産科

医療向上のた め に検討すべき事項｣ を提言 し 、 当事者であ る分娩機関 と保護者

に送付 してい る 。

○ ま た 、 報告書を送付 した翌年に ｢原因分析に関する ア ンケー ト ｣ を実施 し 、

当該分娩機関に対 しては 、 質問事項のひ と つ と して ｢今後の産科医療向上のた

め に検討すべき事項｣ の取組み状況について確認を行っ てい る 。

○ 同一分娩機関にお け る 2 事案 目 の事案については 、 原因分析を行っ た結果、

1 事案 目 の原因分析報告書で指摘 した事項等についてほ と ん ど改善がみ られ

ない、 も し く は 1 事案 目 の報告書の受領前の事案であ る が同 じ よ う な事例の発

生が繰 り 返 される おそれが あ る と 原因分析委員会が判断 した場合は、 原因分析

委員会 と 運営組織の連名 にて 、 2 事案 目 であ る こ と を指摘する と と も に 、 よ り

一層の改善を求め る 内容の ｢別紙｣ を作成 し、 分娩機関へ送付す る 2 事案 目 の

原因分析報告書に添付 してい る 。

○ さ 拭こ 、 ｢別紙｣ 送付か ら 半年後を 目 処に 、 指摘事項について のその後の改

善に向 けた取組み状況について 当該分娩機関に対 し報告を求め てい る 。

○ なお、 こ れまでに ｢別紙｣ を送付 した分娩機関は、 4 施設 (平成 24 年 9 月

末現在) であ り 、 既 に 明-j紙｣ 送付か ら 半年が経過 してい る分娩機関か ら は 、

改善に 向 けた取組みが行われてい る こ と について報告が されている 。

② こ れま での主な意見

○ 原因分析報告書を渡す以外に 、 分娩機関に改善を求め る体制はあ る のか。 同

じ こ と が繰 り 返 さ れない よ う に して ほ しい。 (第 9 回運営委員会)

○ ま た 、 ｢ 当該分娩機関 に対する指導の面で、 事例情報を関係団体 と 共有でき

る仕組みに して ほ しい。 ｣ と の意見が あ る 。

③ 検討のポイ ン ト

< 本制度 と しての取組みについて >

0 原因分析に関する ア ンケー ト結果に よ る と 、 原因分析報告書において提言 さ

れてい る ｢今後の産科医療向上のた め に検討すべき事項｣ の取組み状況につい

て は 、 約 9 割の分娩機関において なん ら かの対応が行われてい る 。
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○ 本制度は、 分娩機関が任意に加入する制度であ り 、 分娩機関の理解 と 協力 に

よ り 成 り 立っ てい る こ と か ら 、 分娩機関に対 し本制度運営組織が改善に向 けた

対応を強化する こ と “ま 、 加入分娩機関の理解を得 られず、 制度か ら脱退 した り 、

補償申請がな されないな どのおそれがあ る 。 その場合、 脳性麻痺の原因分析が

十分にでき な く な り 、 かえっ て再発防止に繋が ら な く な る 。

< 関係団体の取組みについて >

○ これ ら分娩機関に対する改善に向 けた対応について は 、 分娩機関に対 し教

育 ･ 指導的な立場に あ る 日 本産婦人科医会や 日 本助産師会等の関係団体が主体

と な っ て取 り 組む こ と が望ま しい。

○ 一方、 日 本産婦人科医会や 日 本助産師会等の関係団体 と 本制度 と の連携につ

いては、 現行の枠組みにおいては 、 守秘義務の観点か ら 、 関係団体を含め他の

組織に対 し情報提供する こ と はでき ない。

○ 関係団体等において 、 本制度 と 連携 し 、 当該分娩機関に対 し教育 ･ 指導を行

う よ う にする ため には、 制度規約等の見直 しが必要 と 考え られる が 、 実際に見

直 しを行 う か否か、 見直 しを行 う 場合に どの範囲で連携を行 う か 、 本制度が任

意加入制度であ る 点を踏ま え 、 慎重に検討する必要が あ る 。
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4 ) 訴権の制限につ いて

( 1 ) 現状お よ び経緯

○ 本制度の創設に あたっ て 、 ｢産科医療にお け る無過失補償制度の枠組みにつ

いて ｣ (平成 1 8 年 1 1 月 29 日 自 由 民主党 医療紛争処理のあ り 方検討会) に

おいて 、 ｢過失が認め られた場合には 、 医師賠償責任保険等に求償｣ と の考え

方が示 された。

○ 産科医療補償制度運営組織準備委員会報告書において も 、 ｢分娩機関に損害

賠償責任があ る場合は、 分娩機関は本制度が存在 しない場合 と 同様に 、 損害賠

償に関する金銭を 自 ら全額負担する と い う 考え方に基づき調整を行 う ｣ と さ れ

ている 。

○ 訴権を制限する こ と は 、 憲法第 3 2 条の ｢裁判を受け る権利｣ (訴権) に違

反する こ と に な る と の こ と か ら 、 補償約款等に訴権の制限に関する記載はな く 、

児の保護者は 、 補償金を受 け取っ た場合で も損害賠償請求訴訟等を行 う こ と が

でき る 。

( 2 ) こ れま での主な意見

○ 憲法学者等か ら は、 訴権の制限については憲法上保障 されて い る裁判を受け

る権利を侵害する た め違憲、 と の論点 も 強 く 主張 さ れてい る と こ ろであ り 、 論

点にはな り に く い。 (第 1 0 回運営委員会)

○ 一方、 制度発足当初 よ り 、 ｢保護者の選択権を担保 した上で、 賠償か補償か

いずれかの選択を行 う な どの訴権の制限を検討 して ほ しい ｣ ｢訴権が制限 され

ていない と紛争の防止にな ら ない ｣ と の意見が あ る 。

( 3 ) 検討のポイ ン ト

○ 一般に 、 訴権を制限する こ と は 、 憲法第 3 2 条の ｢裁判 を受 け る 権利｣ (訴

権) に違反する こ と にな る 。

○ 本制度の補償対象者の保護者が損害賠償請求訴訟を提起 した場合、 裁判の結

果に よ っ て は本制度の補償額 (3 , 0 00 万 円 ) を超え る賠償金 と な る事例 も考え

られた め 、 訴権を制限する こ と -ま 、 保護者の利益を損な う おそれが あ る 。

○ ま た 、 訴権の制限が あ る こ と に よ っ て本制度への補償 申請が行われず、 従来

の損害賠償請求の枠組みで補償を求め る よ う なケース が多 く な っ た場合、 ｢紛

争の防止 ･ 早期解決｣ 効果がむ しろ現行の仕組み よ り 薄れる可能性が あ る 。
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○ ま た 、 補償 申請が行われない事例が増えた場合、 脳性麻痺事例の実態の把握

そ の も のができ な く な り 、 かえ っ て再発防止に繋が ら な く な る 。

○ こ の よ う "こ本制度におけ る訴権の制限は 、 保護者の利益を損な う おそれがあ

る こ と 、 本制度への補償 申請が行われな く な っ た場合、 かえ っ て再発防止に繋

が ら な く な る こ と か ら 、 訴権の制限を設 け る こ と は困難 と 考え られる 。
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アンケ-ト回答集計表 (分娩機関 ) 園圏
アンケート返送数 : 4 1 /75 l 7/24 58/9 9

返送率 54 . 7% 70. 8% 5 8 . 6%

･ 今年 (昨年 ) 燈盪鰹鱗
( 1 ) とても早いと感じた 2 (5%) 0 (0%) 鬱 し 艫糞釀

△ 生童 ミ 、 - - ( 2 ) 早いと感じた 7 ( 1 7%) 5 ( 2 9% ) 槌 顔燧難問 原因分析報告書がお手元 ‘項はでの 霧議だ。砦 豹 (き る計舂
1 期間はどのように感じましたか 。 ( 4 ) 遅いと感じた 5 1 2%) 1

間 ｢原因分析報告害｣の内容 -こっいて納得 き8嚢蟹義絶鴎暮. 、こ 孝Hag計# (窓
2 できましたか 。 ( 4 ) あま り納得できなかった 1 (3% ) 1 ( 6

( 5 ) まったく納得できなかった 0 (0% ) 0 (0
< 4 5 に 口 答し こ ‘ で た かった理 >

0反論の機会が与えられていない。

○評価が画一的な文言である。

問 について 、 原因分析報告書に記載され ( 2 ) だいたい同 じだった 33 (80%) 1 2
3 ている内容は 、 原因分析報告書をご覧 ( 3 ) かなり異なっていた 3 (7%) 1
になる前の認識と同じでしたか 。 4 まったく なっていた 0 0% 0

0胎児心拍陣痛図の判断。 ( 同様の回答2件)
○蘇生処置に対する認識。
○臍帯脱出後の対応。

間 原因分析報告書の内容について 、 ご家 ( 2 ) まあまあ話をした 4 ( 1 1 %) 3
4 族と話をされましたか 。 ( 3 ) ほとんど話をしていない t o (2 7 %) 2

、 2 0 5 % 1 0

<

○来院していないので会う機会がなかった。 保護者からの要請がなかった。 (同様の回答1 7件)
○説明を申 し出たが断られた。

○ 当院の説明 と報告書の内容がほぼ一致していた。 (同様の回答3件)
○説明をすると 、 ご家族を誤解させる恐れがあると判断した。 (同様の回答2件)

問 原因分析報告書によって 、 ご家族との関 ( 3 ) 特に変化はなかった 2 6 (7 6% ) 1 2
5 係に変化はあ りま したか 。 ( 4 月 し ‘ 、が悪化した 1 3% 0

4

間 原票分析が行われたことは良かったで ( 3 ) どち ら とも言え寂･
1 2% 1

一報雙審議鰯離籍華 麗鱗糞離籍簾轢き準 鸚鰤受;
2 3% 0

で

< ( 5 ) その他回答 >
○ 当院における産科医療の方法の見直しができたこと。



アンケート回答集計表 (分娩機関 )
　 　 　 　 　　 　 　く り 口局原因力 よ く からなかったこと 0 (0% 1 ( 2 5%) 麗雌鬘顫躍瀘

問 閘 6で ( 4 ) ま旗 (5 )鰐匿れ妨に 協皺翹讓蜜縦尊対すると家 2 (4o%) K第船 鬮 圏嚢爛蔑む溝繃辯講義鞠鸚彊灘霊襲轢義挙家 鵲隷) ; 縦菱)1 (20% ) 1　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 　　
1 20% 0

6で ( 3 ) 選 したにもかか ら

問
9

<

園分析報告書を院内でどのように周
、 活用 しましたか 。

○保護者からの連絡がなかった。

○分娩を取りやめた。

20 (47% )

1 3 ( 3 0% )

5 ( 1 2%)

1 0 (50%)

9 (4 5%)

0 (0%)

1 5 %

の 門 )
、て検討すべき事項｣ および ｢ 2 )
、 ける設備や診療体制について

【こ記載されている内容につい

問
1
0

現在の対応状況を教えてください 。 ( 4 ) その他

･ スタッフの勤務体制の見直し。 (同様の回答3件)

･ マニュアル作りをし、 それを遵守するよう &こしている。
･ 20 1 1ガイドラインに沿うよう みこ診療の方針を徹底した。 (同様の回答4件)
･ カンファレンスを行うよう & こした。 (同様の回答3件)

･ 産科 ･ 小児科で隔週で周産期カンファレンスを施行することを決定し継続している。

･ 問題点が発生した場合フィードバックするよう心がけている。

･ スタッフの研修 ･ 教育体制の徹底。 (同様の回答5件)
･ 胎児心拍モニタリングの研修会の実施。 (同様の回答4件)
･ 胎児心拍数陣痛図判読のガイドブックを全医師 、 看護師に配布 、 常時携帯とした。

て し

20

3

1 0

1

01 ( 2% ) 0 (0%)

･ 助産師 、 看護師に対して新生児蘇生法の講習会を開いた。 (同様の回答2件)
･ 母親教室での患者教育の充実。 (同様の回答2件)
･ 他科疾患で他院受診中の患者にはより一層連携を密にし、 必要に応じて総合病院への紹介を行う 。
･ 処置前に患者に丁寧に説明する。 (同様の回答2件)
･ 機器 (分娩監視装置 ･ ベッドサイドの超音波診断装置 ･ レサシフローなど) の整備。 (同様の回答4件)
･ B群溶血性連鎖球菌の検査時期を妊娠33週以降とする。
･ メ トロイリンテルの使用法を再検討した。

･ 分娩監視用紙を3cm/分とした。 (同様の回答2件)
･ 胎児心拍数陣痛図 、 超音波断層法検査記録等の記録向上を指示した。
･ 分娩監視方法の検討。 (同様の回答3件)
･ 胎児心拍数陣痛図で異常が疑われる場合は入院して観察する。
･ 陣痛なく破水にて入院した場合の胎児心拍モニターについての基準を変更した。
･ リ トドリ ン使用量を用量内にとどめるよう にした。

･ 既往帝王切開で経腟分娩を行う際は連続監視とし、 同意文書を作成した。 (同様の回答2件)
･ 回旋異常の有無について内診の厳密化 不明なら分娩中 、 超音波断層法で診断する。
･ 過期妊娠ではラミナリアにより充分な頚管の熱化を行ったうえで陣痛誘発促進する。
･ 土 日 祝 日 の陣痛促進剤の使用の制限をした。

･ 入浴基準や入浴前後の胎児心拍モニタリングを定めた。
･ 胎児発育不全症例に対してのバイオフィジカルプロファイルスコアによる評価の実施や胎児の血流の測定実施。
･ 骨盤位の経腟分娩は、 初産は原則帝王切開 、 経産は状況を総合して決定、 とした。
･ クリステレル胎児圧出法は行わないよう にしている。

･ 超緊急時には超音波による原因追求を省略するべきこともあることを医局会で確認した。
･ 緊急帝王切開の対応について 、 職種間 ･ 手術室スタッフとの連携を強化した。 (同様の回答3件)
･満床であっても胎盤早期剥離症例は救命救急的な立場から搬送依頼があれば受け入れ努力をするよう指導している。
･ 新生児蘇生体制の準備など。
･ 新生児管理も極力実施できるようにしている。
･ 異常分娩の場合胎盤病理組織学検査を提出することとした。 (同様の回答2件)



アンケート回答集計表 (分娩機関 )

問11 その他

<意見 >

○提出した資料を詳細に検討し、 原因分析が行われたこと そこ感謝している。 ( 同様の回答7件)
○原因分析により訴訟が増加するのではないかとの 当初の不安が一掃した。
○報告書により 当 院スタッフに対し指導がしやすくなった。
○脳性麻痺の発症を防止できない例もあることを患者 ･ 家族にも周知してほしい。
○常位胎盤早期剥離が続き 、 無力感を感じている。 産科をやめることを検討している。
○委員を定期的に変更する方が良い。

○報告書はできるだけ早く届 けてほしい。

○脳性麻痺以外にも範囲を拡げてほしい。
○施設の体制の整備には限界がある。
○ ｢一般的ではない｣ などの表現を再検討すべきである。
○報告書が訴訟資料とならないよう にすべきである。

複数回答可としていない質問に対して複数回答があったもの 、 未回答があったもの等があ り 、 各回答の合計が返送数と合わない質問があ ります 。

自 由記載の 回答 (意見 ) については 、 本年のアンケートと昨年のアンケートの両方の 回答 (意見) が含まれています。

3



アンケート回答集計表 (保護者)

アンケート返送数 : 3 7/6 7 8/20 45/8 7
返送率 55 , 2% 40 . 0% 5 17%

今年 (昨年) 鬮釀養溝鰯藁
( 1 ) よく理解できた 5 ( 1 4%) 0 (o%湖 離 圏幽霊

｢原因分析報告書｣ の 内容について理 ( 2 ) だいたい理解できた 23 (6 4%) 7 ( 7 8%) 翼 證難磁
1 で こ 5 1 4% 0

間 爆裂鱈恐察嵩露獨戴き誤 ~妻妾委葵妻講義を義葉。た ,“--た , 登瓣
( 5) まったく理解できなかった (非常に難しかった ) 1 3%) 0

>

○医学用語が難しく 、 理解しづらかった。 ( 同様の回答2件)
○曖昧で分かりづらかった。

2 い 、 こ 3 8% 1

問 原因分析報告書がお手元に届 くまで ( 3 ) 普通だった 1 9 (5 1 %) 3
2 の期間ほどのように感じましたか 。 ( 4 ) 遅いと感じた 9 24% 3

問 原因分析報告書をご覧になる際に 『医
3 学用語の解説｣ は利用されましたか 。

2 、 し 、 つ こ 1 8 5 0% 3

問 ｢医学用語の解説｣ は 、 わか り やすい (3 ) どち ら とも言えない 1 0 (2 8%) 2
4 内容でしたか 。 ( 4 ) 少しわかり 【 こ くかった 0 (0%) 1

( 5 ) とてもわかり Iこ くかつた 1 3% 0

< 4 5 こ ロ ロ し 日理 か に か

○解説を読んでも理解できなかった。

問 語で、 載せて欲しいと思った用語
5 必要な用語) があ り ましたら教え
いo

○数値に関して、 ee以下であれば正常であるなど詳しく書いてほしい。

問 ｢家族からの疑問 . 質問に対する回答慌) どち ら詩畿ない 、つ こ 1 3 3 9% 4
6 は わかり やすい回答でしたか o (" 少しわかり , “ く ･、。た 1嬰隷湧) “

( 5 ) とてもわか り にくかった 2 6%) 1

5 こ ロ ロ し こ コ こ "っ こ >

0にごされて答えられたよう に感じた。
○全ての疑問 ･ 質問に関して回答してもらえなかった。 全て回答してほしかった。 (同様の回答4件)
○家族が望む意見とは異なる回答であった。
○理解するのが難しい。
○直接、 原因分析委員会の委員と話す機会がほしい。

お子様の脳性麻痺の原因等につい 一

　 　　　　　　　　　
る前の認識と同 じでしたか 。 ( 5 ) わかちた

く 3 4 こ ロ ん笙し こ - 、結 、 が た ってい こ

20 5 4% 6

3 (8%) o

2 (5%) 0

7 1 9% 2

○陣痛促進剤の量が適当でなかったこ凶こついて、 産科医からは全く説明がなかったので驚いた。
○医師から謝罪の言葉があったが 、 報告書は医師に何の落ち度もないような内容だった。
○病院の見解との差があった。

4



アンケート回答集計表 (保護者)

○ ) 十分に話をした 0 (0% 0 (0%) 讓登麗團蛇酸讓

間 原因分析報告書の内容について 、 分 ( 2 ) まあまあ話をした 3 (8% ) 1 Q 3%) 甕 竇覊鑿 勇
8 娩機関と話をされましたか 。 ( 3 ) ほ とん蟹舌をしていない ･ 4 鮒 %) 0 (0%) 幅 髄圏灘てい ない

ていない

見る前と後で認識が同じだった。

2 9 8 % 7

○分娩機関と話したくなかった。 (同様の回答8件)
0話をしたが話にならなかった。 (同様の回答5件)
○話し合いが感情的になってしまう気がした。
○どうしていいかわからなかった。 (同様の回答2件)
0報告書の内容について 、 直接分娩機関と話をしてはいけないものだと思っていた。 (同様の回答2件)

原因分析報告書をご覧になった後に 、
問 分娩機関や医療スタッフへの信頼に
9 いて 、 保護者の方のお気持ちに何か
変化はあ りましたか 。

1 3% 1 ( 1

2 2 (5 8% ) 3 (

7 ( l 8%) 2 (

7 1 8%) 1 ( 1

○報告書で対応が良くなかったことがわかった。 (同様の回答3件)
○も ともと信頼はなかったがさ拭こ悪い方に変化した。
○分娩機関 ･ 医療スタッフ側は何も反省をしていないよう に思われる。 ( 同様の回答2件)
○ 自 分たちに知らされていないことも書いてあり 、 説明不足だということがわかった。 (同様の回答4件)
0分娩機関の記録が信用できない。 (同様の回答3件)

閾 原因分析力ぺ行われたこ とは良かっ
0

滕饑漆器壊廃漫遊臘護善導麓騨簾鬮鷺聽たこと 急1 7
4 1 0% 2

○疑問に答えてもらえたこと。

0外出することも難しくなり 、 分娩機関へ説明を求める時間もなかったので第三者が代わり もこ原因分析をしてくれたこと。

0分娩時の 自 分の知らなかったことを知ることができた。
○出生後 、 子供がどのように蘇生され、 頑張ったのかを知ることができた。

○分娩機関を擁護しているよう にしかみえない。
○嫌なことや辛いことを思い出さないといけなかった。
○次の出産時へのフオローと思えるような事柄がなかった。

(4 )

分娩機関や医療スタッフに対するご家族 4 ( 1 5%) 2 (40% )
の不信感が高まったこと

、 こ

は 思えないこと

4 5% 1

5 ( 1 9%) 1
叱 0

0 (0%)

4 (3 6%)

3 ( 2 7 %)

5



アンケート回答集計表 (保護者)

問13 その他

く 意見 >

0中立の立場で分析してもらい、 何が原因かわかったことに感謝している。 (同様の回答8件)
○私どもからの疑問 ･ 質問 に対する回答も丁寧で 、 わかりやすかった。
○外出が困難なので産科医の先生に訪問してもらうなどの 、 その後のケアも ひましい。

○原因が明確になり 、 分娩機関との話し合いができるよう みこなった。
○補償金を受領したことで救われた。
○脳性麻痺以外の疾患等も対象にしてほしい。
○原因分析をした結果、 分娩機関がどう改善したかの調査報告がほしい。
○再発防止に役立て欲しい。 ( 同様の回答2件)
○病院、 家族, 機構の方で話す機会があれば、 よ り 良くなる と思う 。
○報告書をもらった後 、 どのよう "こ動けばいいのかわからない。
○再分析しても らいたい。 (同様の回答2件)

○もっ と患者側、 遺族側の立場での原因分析であってほしい。 (同様の回答2件)
○時間がかかりすぎである。 (同様の回答2件)
○家族と分娩機関との意見が異なった場合に調整をしてほしい。
0分娩機関に勝訴した場合に補償金が支払われないのはおかしい。
○産科医療補償制度に病院に対する強制力を与えるべきである。
○機構からの書類が届 くたびに気が重くなり 、 なかなか開くことができなかった。

複数回答可としていない質問に対して複数回答があったもの 、 未回答があったもの等があ り 、 各回答の合計が返送数と合わない質問があ ります 。

自 由 記載の回答 (意見) については 、 本年のアンケートと昨年のアンケー トの両方の回答 (意見 ) が含まれています。

6
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- 参考資料 1 l

｢産科医療補償制度に関するアンケー ト｣

ご協力のお願い

るアンクー トですので、 お手数おかげいた しますがこのアンケ｣ トについてもご協
‐ 力をお願い します。 ‐

3 1 このアンケマ トは無記名式ですので、 個人が特定されることはあ りませんひ また、 ･
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

ふ と回答いた灼いた内容は、 7 統計的な処理を行っ たぅ ぇで集計 ゞ 分析を行い、 “孫 き き　 　 　 　 　 　 　 　

マ き きこの制度奢鱒終い制度(こ してい く ために活用させていただき講義なぞ/ ゞ
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　　 　

をできさ せさま べいきさまさむこさ

ご記入後は、 同封の返信用封筒に入れ、

ず 1 月 す 5 日 までに投函 してください

1
上



ミ ノ < このア ンケ｢ ド八の記入に際 じての注意点> ゞ / ‘
M 〕 う す ≦ ,きざ -べき写 ら き囃 子 そご

【本アンケー ト に関するお問い合わせ先】

〒 1 0 1 -006 1

東京都千代田区三崎町 1 丁目 4‐ す 7

公益財団法人日本医療機能評価機構 産科医療補償制度運営部

(担当 : 越村□ツムラ) 、 木村)

TEL : 03-52 1 7一2357 <受付時間 午前 9 時から午後 5 蒔 く土日祝日除く 〕 >

2



{ - 、 ( 、 、 各項自 転っ い巧お伺いはずむ で , - 、一 三 - - t j
無記名の調査のため、 お手数ですが、 ま穿は各項目についてご回答ください。 ま

た 、 該当する口 に図をお願い します。

亘蝉二言幸誓言回答言臣島≧義強"詞 平成 年 月 日
÷‐一喜二宮霊≦ま ずミ トニ ニキ - - - - み｢=÷ - 劫≠專耕二幇こ

く ) 都 ･ 道 ･ 府 ･ 県

□病院

口診療所、 医院、 ク リ ニ ッ ク

(例えば、 ｢ ･ ･ 診療所｣ や ｢ ･ ･ 産婦人科医院｣ 、 ｢ ･

ク リ ニ ッ ク｣ です)

□助産所

口その他 ( )

□受け取 っ た

★三.受け取りの状況競演 - □ まだ受け取 っ ていない

3



t ご出産前こ こ の箒l｣ 度 をお知 り ! ,等 穿 た, と きの こ と についてお伺い し ます 。 J
問 1 . この制度においては、 妊産婦の皆様に制度について知 っていただくために、

分娩を取扱う病院や診療所、 助産所 (以下、 ｢分娩機関｣ といいます) に

て、 妊産婦の皆様にチラシをお配 り し、 制度の説明をするこ と と していま

す。

また 、 それ以外にも母子健康手帳をお渡 しする際にチラ シをお配 り する

ほか、 ホームページ等で広報を行 っています。 以下 ( T ) ~ ( 3 ) に ご回

答く ださい。

( 1 ) 分娩機関から、 この制度の内容についてチラシ等で説明を受けま したが。 該

当する番号ひとつに○をつけてください。

1 . はい

2 . いいえ

3 . 覚えていない

( 2 ) 母子健康手帳を受け取る際に、 この制度のチラシも受け取り ま したか。 該当

する番号ひとつに○をつけてください。

1 . はい

2 . いいえ

3 . 覚えていない

( 3 ) ( 1 ) ( 2 ) 以外に、 この制度に関する情報をどこかで見た り 、 調べた りされ

ま したか。 該当する番号すべてに○をつけてく ださい。

↑ . ポスタ ー

2 . 本 ･ 雑誌

3 . 新聞

4 . 日本医療機能評価機構のホームページ

5 . 医療機関のホームページ

6 . その他のイ ンターネ ッ ト

(具体的に : )

7 . その他

(具体的に : )
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{ 〆 補償の 申請につ いてお伺 い します 。 まち レ ア ぞ』
間 2 . 分娩機関に補償申請されたき っかけや、 その時のお子様の年齢についてご回

答ください。

G ) 補償申請にあた り 、 出産された分娩機関やお子様の主治医等 (※ ) から補償申請

に関する案内があ りま したか、 それともご自身から問い合わせをされま した

か。 アとイ . についてそれぞれ該当する番号ひとつに○をつけてく ださい。

(※) お子様が医療機関でみてもら っ ている医師をいいます。 複数の場合もあり ます。

ア . 出産された分娩機関

1 . 分娩機関から案内があ った

2 . 自分から分娩機関に問い合わせた

3 . その他 (

イ . お子様の主治医等 (看護師等の医療スタ ッ フ も含む)

1 . 主治医等から案内があ った

2 . 自分から主治医等に問い合わせた

3 . 補償申請に関する話は していない

4 . その他 (

、
l
/

( 2 ) G ) 以外には、 どち らから情報を入手 しま したか。 以下該当する番号すべて

に○をつけてく ださい。

乍 . 入所 ･ 通所 している施設

2 . 親族や知人

3 . 市区町村や保健所等

4 . 日本医療機能評価機構のホームページ

5 . 日本医療機能評価機構へのお電話等による問い合わせ

6 . その他 ( )

( 3 ) 分娩機関に補償申請の書類を提出された時のお子様の年齢をご記入く ださい。

お子様が ( 歳 ヶ月 ) の頃

5
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( 4 ) 補償申請の準備や手続きにあた り 、 困 っ た点や気づいた点があ り ま したらご
記入く ださい。

困 った点や気づいた点

6



問 3 . 補償申請の際に提出 した専用診断書を作成された医師についてご回答く だ

さい。 専用診断書を作成された医師について該当する番号ひとつに○をつ

けてく ださい。

1 . 主治医である医師

2 . 主治医から紹介された医師

3 . 分娩機関から紹介された医師

4 . 市区町村や保健所等から紹介された医師

5 . 日本医療機能評価機構のホームページで探 した医師

6 . その他 (

7



〔 現在お よ び今後のお子様の看護 . 介護につ いて お伺 いはずQ て j
お子様が亡く な られている場合は、 右の ( □ ) に図をお願い します。 ( □ )

なお、 その場合は、 問 4 と間 5 についてのご回答は不要です。 ( ↑ ↑ ペー ジへお進

みく ださい)

問 4 . 現在のお子様の看護 ･ 介護についてご回答く ださい。

G ) 現在のお子様の主な生活場所はどち らですか。 該当する番号ひとつに○をつ

けてく ださい。

1 . 在宅 (適所を含む)

2 . 病院

3 . 入所施設 (肢体不自由児施設や療育センター等)

4 . その他 (具体的に )

( 2 )最近のお子様の医療機関受診や リハビ リ テーシ ョ ンについてどのような状況

ですか。 アとイ . についてそれぞれ該当する番号ひとつに○をつけて く ださ

い。

ア. 医療機関受診について

1 。 受診 していない (理由 : )

2 . 年に数回

3 . 月 に 1 ~ 2 回

4 . 月 に 3 回以上

イ . リ ハビ リ テー シ ョ ンについて

1 . 受けていない (理由

2 . 年に数回

3 . 月 に 乍 ~ 2 回

4 . 月 に 3 回以上

8
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( 3 ) お子様の身体障害者手帳に記載の身体障害者障害程度等級について、 該当す

る番号ひとつに○をつけてく ださい。

す . 1 級

2 . 2級

3 . その他 ( 級)

4 . 身体障害者手帳を持っていない

( 4 ) 最近のお子様の食事の状況について、 該当する番号すべてに○をつけてく だ

さい。

1 . 経口 (食べることができる)

2 . 経鼻胃管 (鼻から食道を通って胃まで管 (チ コ ーブ) を入れて、 そこ

から栄養を入れる)

3 . 胃ろ う (お腹の壁から 胃 に管 (チュ ーブ) を通 して、 そこから栄養を

入れる)

4 . 陽ろう (お腹の壁から陽に管 (チュ ーブ) を通 して、 そこから栄養を

入れる)

5 . その他の経腸 ( 4 . 以外の方法で陽に直接栄養を入れる)

6 . その他

( 5 ) 最近のお子様の治療状況について、 該当する番号すべてに○をつけてく ださ

い。 また ｢ 5 . 人工呼吸器を使っている｣ と ご回答された場合は、 該当する

口に囮をお願い します。

籤 薬を使 っている (内服薬、 点滴等)

2 . 酸素を使 っている

3 . 気道の加湿や吸引等を行 っている

4 . 気管に管を入れた り 気管を切開 している

5 . 人工呼吸器を使っている

(口常時 口数時間)

9



( 6 ) 日常生活の中で、 お子様の看護 ･ 介護に関 し、 因 っている点ほどのよ うなこ

とですが。 看護 ･ 介護のサービスに関することや、 看護 ･ 介護に要する経済

的負担、 保護者の時間的 ･ 体力的不安などについて具体的にご記入く ださい。

因 っている点

10



問 5. 今後のお子様の看護 ･ 介護についてお伺い します。

今後望まれる、 お子様の生活についてご回答く ださい。 該当する番号ひとつ

に○をつけてく ださい。 またその生活のために必要なものについてご回答く だ

さい。

? . 在宅を中心と した生活 (適所を含む)

2 . 病院を中心と した生活

3 . 入所施設を中心、と した生活

4 . その他 (具体的に :

選んだ理由

その生活のために必要なもの

11
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{ 補償対象範囲について お伺 い ほすけ5 ' j
この制度は、 分娩に関連 して発症 した重度脳性麻痺のお子様とその家族の

経済的負担を補償することと し、 具体的な補償対象範囲は補償約款にて定

めており 、 主な規定は以下のとお りです。

ゞ - - - - " - … … - - - - - - - - - - - … - - - - - - - - - - - - - - - - - - … 一 … - - - - - - 一 - - - - … - - - - 一 一 … 一 一 - - - - - - … … - - - - - 1

　 　
補償対象範囲の説明

l ①重症度 -こついて 身体障害者障害程度等級 ず ･ 2 級相当が対象にな り

l ます。 l
! ②出生体重 . 在胎週撒こ ｢在胎週数 33 週以上かつ出生体重 2,000g 以上｣、

l ついて または ｢在胎週数 28 週以上であり 、 出生時に所定 l
の低酸素状況が認められた場合｣ が対象にな ります。

! <補償対象範囲こ関する主な規定>
l ただ し、 以下に該当する場合は、 補償の対象にな りません。

･ 先天性の要因 (両側性の広範な脳奇形、 染色体異常、 遺伝子異常、 先天性代

謝異常または先天異常) による脳性麻痺

･ 新生児期の要因 (分娩後の感染症等) による脳性麻痺

1 ･ 6 か月未満に死亡 した場合

補償対象範囲の説明

①重症度について 身体障害者障害程度等級 ず ･ 2 級相当が対象にな り

ます。

②出生体重 ･ 在胎週数に

ついて

｢在胎週数 33 週以上かつ出生体重 2,000g 以上｣、

または ｢在胎週数 28 週以上であり 、 出生時に所定

の低酸素状況が認められた場合｣ が対象にな ります。

問 6 . 補償申請等のご経験や、 周 り の障害のあるお子様の状況等に関連 して、 補

償対象範囲についてどのよ う に思いますが。 該当する番号ひとつに0をつけ

てく ださい。 また、 その理由もご記入ください。 (上に記載の規定のうち、

一部の補償対象範囲についてのご意見でもいいです)

1 . 広げたほうがよい

2 . どち らかという と広げたほうがよい

3 . どち ら ともいえない

4 , どち らかとい う と狭めたほうがよい

5 . 狭めたほうがよい

選んだ理由
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[ き補償金の水準ごつ いて お伺 いは丸く r i

間 7 . この制度では、 準備一時金と補償分割金あわせて 3000 万円をお支払する

仕組みとな っており ます。 以下 ( 1 ) ~ ( 3 ) に ご回答く ださい。

G ) 準備一時金は、 介護のために住宅や車両を改造 した り 、 福祉機器等の介

護のための用品を購入するなど、 お子様の看護 ･ 介護を行うにあた っ ての基

盤整備のための資金と して 6 0 0万円をお支払すること と しています。

実際にかかる費用や労力と比較 して、 この準備一時金 600 万円の水準に

ついてどのよ う に思いますか。 該当する番号ひとつに○をつけてく ださい 。

また 、 その理由もご記入く ださい。

1 . 多い

2 . どちらかという と多い

3 . どち ら ともいえない

4 . どち らかと い う と少ない

5 . ′少ない

選んだ理由
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( 2 ) 補償分割金は、 お子様が2 0歳になるまでの看護 ･ 介護に要する費用 と

して、 毎年 ず 2 0万円を 2 0 回にわた ってお支払いすること と しています。

実際にかかる費用や労力と比較 して、 この補償分割金の水準 (ひと月あた り

1 0万円 ) についてどのように思いますか。 該当する番号ひとつに○をつけ

てく ださい 。 また 、 その理由もと記入く ださい。

倖 . 多い

2 . どちらかという と多い

3 . どち ら ともいえない

4 . どちらかとい う と少ない

5 . 少ない

選んだ理由
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( 3 ) その他、 現在の補償金の水準や補償金の支払方法について、 不安や疑問

等のご意見がありま したら ご記入く ださい。

ご意見

1 5



L 避難u幹事?願お伺対し まずヤドキ う ぶ , ‘ - J
問 8. この制度は、 分娩に関連 して発症 した重度脳性麻痺のお子様とその家族

の経済的負担を速やかに補償すると ともに、 脳性麻痺発症の原因分析を行

い、 同 じような事例の再発防止に資する情報を提供するこ となどによ り 、

紛争の防止 ･ 早期解決および産科医療の質の向上を図るこ とを目的に、 2

0 0 9 年に創設されま した。 以下 G ) ~ ( 3 ) についてご回答く ださい。

( 1 ) この制度があ ってよか ったと思いますか。 該当する番号ひとつに○を

つけてください。

1 . よかったと思う

2 . よかっ たとは思わない

3 . わからない

K -1 ) で T . と ご回答された方にお伺い-します。 l
( 2 ) ｢よかっ たと思う ｣ の理由 に該当する番号すべてに○をつけてく ださい。

1 . 補償金を受け取り 、 看護 ･ 介護に関する経済的負担が軽減 したので

2 . 補償金を速やかに受け取るこ とができたので

3 . 原因分析が行われるので

4 . この制度を通 じ、 分娩機関との関係がよ く な ったので

5. 紛争の防止や早期解決につながると思うので

6. 再発防止を行う こ とによ り 、 脳性麻痺発症の減少につながると思うので

7. 今後の産科医療の向上につながると思うので

8. その他 ( )

KlP、ゞでao または3-ことご回答された方にお伺いじま魂割
く 3 ) ｢よか ったとは思わない｣ ｢わか らない｣ の理由をご記入く ださい 。

選んだ理由
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間 9 . 補償申請、 補償金の支払、 原因分析、 再発防止など、 この制度全般につい

てご意見等がありま したら ご記入ください。

以上でアンケー トの質問は終了です。

ご協力いただきあ りがと うございま した。
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! 任 意 記 入 -
~このページの記入は任意です。 ご協力いただける方のみ記入 してください~

今回のルゲー Nこ関する ｢追加 ヒ ヤ リ ング調査｣ への こ協カメ導い,ズ メー
　 　 　 　/ ＼ ふ く お同 し ･ し ますぼむ ミ 伽 シ な さ ＼

保護者の皆様の声をよ り詳 しく 聞かせていただく ために、 電話等による ｢追

加ヒヤ リ ング調査｣ を検討 しております。

｢追加 ヒヤ リ ング調査｣ に ご協力をいただける方は、 お手数ですが以下にお名

前やご連絡先等をご記入いただきますよ うお願いいた します。

フ リガナ

お子様のお名前

フ リ ガナ

保護者のお名前

お電話番号 (ご自宅)

^ - - - - - - - - - - - 【 一 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 【 一 - - 【 ト 一 一 - - - - - - - - - - 【 一 ^ 一 - - - - - - - - 【 - - 一 - - - - - -

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
事案管理番号

(事案毎の6桁の番号です。 おわかり になればこ記入 く たさい)

その他、 ご連絡する時間帯等について、 ご希望があ り ま した ら ご記入く ださい 。

1 8



｢産科医療補償制度に関するアンケー ト｣

ご協力のお願い

心なさつ ききききg

ご記入後は、 同封の返信用封筒に入れ、

1 1 月 1 5 日 までに投函 してく ださい



【本アンケー ト に関するお問い合わせ先】

　 　 　 　 　　　　 　

東京都千代田区ヨ崎町 1 丁目 44 7

公益財団法人日本医療機能評価機構 産科医療補償制度運営部

(担当 ; 越村 (コツムラ ) 、 木村)

TEL : 03‐52 乍 7‐2357 <受付時間 午前 9 時から午後 5 時 (土日祝日除く ) >



起き- - こぎ いきさむ各顱日辰箋"昶秀‘荊いしまずゞ＼ ん に コ ! キノノ -‘ ′ ′ に , 、

無記名の調査のため、 お手数ですが、 ま誹は各項目 についてご回答く ださい。

また、 該当する□ に囮をお願い します。

三宅量毒に回答耳鼻学富三二三 . 平成 年 月 日
. -- 三 上せに =-二 ‐ゞ - R --‐ ; - ‐ も 二 --毒 し 亀 T圭 一亭, #] -

平成 年 月 日

口 院長 (診療所、 肋産所)

口 産科部長 (病院)

※病院の場合、 産科部長または同等の責任者の方がこ回答ください。

口 その他 (具体的に : )

口病院 ＼ ゞ □診療所 口助産所

(分娩機関種別が ｢病院｣ の場合のみ、 こ回答ください)

口二次 口三次 口指定な し

(分娩機関種別が ｢病院｣ の場合のみ、 ご回答ください)

口総合周産期母子医療センター

口地域国産期母子医療センター

口指定な し

口受け取った

口まだ受け取 っていない

※複数の事業がある場合、 うち 1 事業分についての原因分析報告書を受領

されていま した ら 、 ｢受け取っ た｣ に図を してください。

‐ ‘t r

{ ざん げ さき ふ き"補償の申蒔きでお伺 い しまねぐ れまき i

問 T . 実際に補償申請を行う中で、 保護者への説明や手続きについて、 困 っ た

点や気づいた点があり ま したらご回答く ださい。

困 っ た点や気づいた点
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{ ≦ 補償対象範囲こ つ いて酬虱、はずぬい どり

間2 . 本制度は、 分娩に関連 して発症 した重度脳性麻痺児およびその家族の経

済的負担を補償することと し、 具体的な補償対象範囲の基準は補償約款

にて定めており 、 主に以下 ( T ) ~ ( 3 ) のと お りですが、 各項目 につ

いてご回答ください。

G ) 出生体重 ･ 在胎週数に関する基準は以下のとおりですが、 どのよう に思

いますが。 該当する番号ひとつに○をつけてく ださい。 また、 その理由

もご記入ください。

< 出生体重 ･ 在胎週数>

原則と して一定の出生体重 ･ 在胎週数の数値以上の場合を、 分娩に関連して発

症 した脳性麻痺と して、 以下のい蓼れかの基準に該当 した場合は補償対象と し

ている。

①出生体重が 2Poog 以上かつ在胎週数 33 週以上

②在胎週数 28 週以上であり 、 かつ次の (-) または 〔二) に該当するこ と

H 低酸素状況が持続して臍帯動脈血中の代謝性アシ ドーシス (酸性血症) の所見が認め

られる場合 ( P H値力舒. 乍 未満)

□ 胎卿もA拍数モニターにおいて特に異常のなかった症例で、 通常、 前兆となるような低

酸素状況が前置胎盤、 常位胎盤早期剥離、 子宮破裂、 子癇、 臍帯脱出等によ って起

こ り 、 引 き続き、 次のイから八までのいすれかの胎児心拍数パターンが認められ、

かつ、 心拍数基線細変動の消失が認められる場合

イ 突発性で持続する徐脈

□ 子宮収縮の 5 0%以上に出現する遅発一過性徐脈

八 子宮収縮の 5 0%以上に出現する変動一過性徐脈

4



(出生体重 ･ 在胎週数に関 して補償対象となる範囲を)

1 . 広げたほうがよい

2 . どち らかとい う と広げたほうがよい

3 . どち ら ともいえない

4 . どち らかという と狭めたほうがよい

5 . 狭めたほうがよい

選んだ理由
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( 2 ) 重症度に関する基準は以下のとお りですが、 どのよう に思いますか。 該

当する番号ひとつに○をつけてく ださい。 また 、 その理由もご記入く だ

さい。

<重症度>

特に看護 ･ 介護の必要性が高い重症者と して、 身体障害者障害程度等級 t

級 ･ 2級相当の場合は補償対象と している。

(重症度に関 して補償対象となる範囲を)

T . 広げたほうがよい

2 . どちらかという と広げたほうがよい

3 . どち ら ともいえない

4 . どち らかという と狭めたほうがよい

5 . 狭めたほうがよい

選んだ理由
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( 3 ) 補償対象外となる除外基準は以下のとおりですが、 どのよう -こ思います

か。 該当する番号ひとつに○をつけてく ださい。 また、 その理由もご記

入く ださい。

<除外基準>

分娩に関連 して発症 したとは考え難い、 出生前および出生後の要因によ って

脳性麻痺にな った場合は除外基準と して、 先天性要因 (両側性の広範な脳奇形、

染色体異常、 遺伝子異常、 先天性代謝異常または先天異常) 、 および新生児期

の要因 (分娩後の感染症等) による脳性麻痺は補償対象外と している。

(除外基準に関 して補償対象となる範囲を)

乱 広げたほうがよい

2 . どち らかという と広げたほうがよい

3 . どち ら ともいえない

4 . どちらかという と狭めたほうがよい

5 . 狭めたほうがよい

選んだ理由
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転身きざ起き、襲爵鰹螂嘉穂-姿淺鑿【淺蘂淺ふ套ミさ≦*※き鑓義試

問 3 . 本制度では、 過失の有無にかかわら穿、 児の看護 ･ 介護に必要な経済的

な負担も踏まえて一律 3,000 万円を支払う仕組みとな っています。

この補償金 3000 万円の水準についてどのよう に思いますが。 該当す

る番号ひとつに○をつけてく ださい。 また、 その理由もご回答く ださい。

↑ . 多い

2 . どち らかという と多い

3 . どち ら ともいえない

4 . どち らかという と少ない

5 . 少ない

選んだ理由
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慰霊選みさきさま まま まぜ鍵鱗嫌疑らしく鰐蔓!讓療養ききそぎS錘掻ゞ詳割

問4. 本制度では、 分娩機関の過失の有無にかかわら疹補償金を支払います

が、 分娩機関と児の保護者との間の示談 ･ 訴訟等の結果などによ り分娩機

関が損害賠償責任を負う こ とにな った場合、 補償金と損害賠償金が二重に

支払われないよ う 、 調整 (※) を行います。 この仕組みをご存知ですか。 該

当する番号ひとつに○をつけてく ださい。

(※ ) 調整の仕組みは原則と して以下のとおりです。 基本的には、 既に支払

われた補償金は損害賠償金に充当されますので、 分娩機関は、 損害賠

償金に充当された本制度の補償金相当額を運営組織に返還することと

な り ます。

ちなみに、 本制度の補償金額は 3,000 万円ですので、 損害賠償額

が 3,永)0 万円以上の場合は、 既に支払われた補償金は損害賠償金に

充当されると ともに、 その後の補償金の支払は停止されること となり

ます。 一方、 損害賠償金が 3000 万円未満の場合は、 既に支払われ

た補償金は損害賠償金に充当されるとともに、 3,α)0 万円と損害賠償

金との差額が本制度の補償金と して支払われること となります。

1 . 補償申請 (その準備も含む) を行う中で知った

2 . 1 . よ り前に知 っていた

3 . 知らなか った
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問 5 . 本制度は、 分娩に関連 して発症 した重度脳性麻痺児およびその家族の経

済的負担を速やかに補償するとともに、 脳性麻痺発症の原因分析を行い、

同 じような事例の再発防止に資する情報を提供するこ となどによ り 、 紛争

の防止 ･ 早期解決および産科医療の質の向上を図るこ とを目的に、 2 0 0

9 年に創設されま した。 以下 ( 1 ) ~ ( 3 ) についてご回答ください。

G ) 本制度があ ってよか ったと思いますか。 該当する番号ひとつに0をつけ

てください。

1 . よか ったと思う

2 . よか ったとは思わない

3 . わからない

EG- )ぜで 焚き とご回答され定方にお伺いじます導
く 2 ) ｢よかっ たと思う ｣ の理由に該当する番号すべてに○をつけてく ださい。

ず . 補償金によ り 、 保護者の看護 ･ 介護に要する経済的負担が軽減するので

2 . 補償金が保護者に速やかに支払われるので

3 . 原因分析が行われるので

4 . 本制度を通 じ、 保護者との関係がよく なるので

5 . 紛争の防止や早期解決につながると思うので

6 . 再発防止を行う こ とによ り 、 脳性麻痺発症の減少につながると思うので

了 . 今後の産科医療の質の向上につながると思うので

8 . その他 ( )

だ くdJき袴窓ざま莚ば◎≧とご回答きれ希薄慥轟回いじま窃拙
く 3 ) ｢よかったとは思わない｣ ｢わからない｣ の理由をご記入く ださい。

選んだ理由
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問 6 . 補償申請、 補償金の支払、 原因分析、 再発防止など、 本制度全般につい

てご意見等がございま した らご記入下さい。

‘
-

ご意見等

以上でアンケー トの質問は終了です。

ご協力いただきあ りがと う ございま した。

1 1



任 音 記 入′巴ご、

~このページの記入は任意です。 こ協力いただける方のみ記入 してく ださい~

“怜回のアン窃耕 跨 に関するゞ瓱農事“シヴ蝨査証謬瘡-蝨磁力車載涎ごと
せ いふ き轢きゞ三澤 き、淺慈寵し蜜苑も許さメすぎミス講説マ導ききき

分娩機関の皆様の声をよ り詳 しく 聞かせていただく ために、 電話等による

｢追加 ヒヤ リ ング調査｣ を検討 しております。

｢追加 ヒヤ リ ング調査｣ にご協力をいただける方は、 お手数ですが以下に分娩

機関名やご連絡先等をご記入いただきますようお願いいた します。

フ リガナ

フ リガナ

お名前
- - - - - - - - - - - - - - " - - - - - - - - - - - - - - - 【 - - - - - - - ｣ - - - - - - - - - - - - 一 - - - - - - - - ▲ - - - - - - - 【 一 - - - - - - - - - - - - - -

お電話番号 (内線)

分娩機関管理番号

(分娩機関毎の 乍 0桁の番号です。 おわか り になればこ記入く ださい〕 )

その他、 ご連絡する時間帯等について、 ご希望があ りま した らお聞かせく ださい。
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